
平成２２年度青森県知的財産活用促進事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１  県は、知的財産の活用による新事業等の創出を図るため、県内中小企業者が行う特許

を活用した事業に係る実現可能性調査又は市場化調査に要する経費について、平成２２年

度予算の範囲内において、県内中小企業者に対し、青森県知的財産活用促進事業費補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等

の交付に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において、「知的財産」とは、知的財産基本法（平成１４年法律第１２２号）第２条第１

項に規定する知的財産のうち、特許に関するものをいう。 

２ この要綱において、「県内中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項に規定する事業者のうち、自ら有する技術について特許を取得しようとしている又は

公開済み特許を利用しようとしているもので、県内に所在する事業者をいう。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第３  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、

別表のとおりとする。 

 

 （申請書等） 

第４  規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２  規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類

は、次のとおりとする。 

 （１）補助事業実行計画書（第２号様式） 

 （２）最近２か年の貸借対照表及び収支計算書 

３  補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税額及び地方消費税額

に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税

率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して

交付申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税等に係る仕入控除税額が明ら

かでないものについては、この限りではない。



（補助金の交付の条件） 

第５  次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規定

により付された条件となるものとする。 

 (1)  補助事業者は、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容

を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書（第３号様式）を知事

に提出し、その承認を受けること。 

 (2)  補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業中止（廃止）申請

書（第４号様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 

 (3)  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、

又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業遂行遅延等報告書（第５号様式）に遅

延（事故）の理由を立証する書類等を添えて知事に提出し、その承認を受けること。 

 (4)  補助事業者は、補助事業の状況及び経費の収支その他補助事業に関する事項を明らか

にする書類、帳簿等を備えつけ、平成２３年４月１日から５年間保管しておくこと。 

   

  （申請の取下げの期日） 

第６  規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付

決定通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

 （補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、補助事業の完了後交付する。 

 

 （実績報告） 

第８  規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を受

けた場合は、その日）から起算して２０日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌

年度の４月２０日のいずれか早い期日までに補助事業実績報告書（第６号様式）に、補助

対象経費に係る支払い証拠書類の写しを添付して行うものとする。 

２  前項の実績報告を行うに当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場

合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告するものとする。 

 

 （補助金の額の確定等） 

第９  知事は、第８に定める実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決

定の内容（第５第１号に基づく承認をした場合はその承認された内容。）及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知す

るものとする。 

 

  （補助金の請求） 

第１０ 補助金の請求は、補助金請求書（第７号様式）を知事に提出して行うものとする。 



 

  （消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１  補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控

除税額が確定した場合には、消費税等仕入控除税額報告書（第８号様式）を提出するもの

とする。 

２  県は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部につい

て、その返還を請求するものとする。 

 

 

附 則 

   この要綱は、平成２２年５月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表（第３関係） 

 

補 助 対 象 経 費              

 

事業

区分 

 

経費区分 

 

 

内    容 

 

 

補助金の額 

 

 

知 

的 

財 

産 

活 

用 

促 

進 

事 

業 

 

 

 

 

 

 

    

   旅 費 

 

 

 

特許を活用した事業に係る実現可能性調査又は

市場化調査に必要な専門知識等を得るための外

部の専門家等の招聘又は特許権者等の訪問に要

する旅費  

 

 

 

 

 

 

    

   委託料 

 

 

 

特許を活用した事業に係る実現可能性調査又は

市場化調査のための外部の専門機関等への委託

料      

 

 

左の経費の合計額

のうち、１事業者

につき実支出額の

２分の１又は３０

０千円のいずれか

低い額以内の額 

 

 

 

 

 

    

   謝 金 

 

 

 

 

特許を活用した事業に係る実現可能性調査又は

市場化調査に必要な専門知識等を得るための外

部の専門家等への謝金 

 

 

                 

 

 

                  

 

                  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 



第１号様式（第４関係） 

文 書 番 号            

平成  年  月  日 

 

 

 青森県知事        殿 

 

                            住所 

                                            申請者   名称及び代表者氏名  ㊞ 

 

 

平成２２年度青森県知的財産活用促進事業費補助金交付申請書 

 

 

 平成２２年度に実施する知的財産活用促進事業について、下記のとおり補助金の交付を受

けたいので、青森県補助金等の交付に関する規則第３条第１項の規定により、関係書類を添

えて申請します。 

 なお、経費の配分は、別添実行計画書のとおりです。 

 

 

記 

 

 

 １．補助事業の名称 

 ２．補助事業の目的 

 ３．補助事業の効果 

 ４．補助事業に要する経費の額 

 ５．補助金交付申請額 

 ６．補助対象経費の額 

 ７．補助事業の開始及び完了予定日 



第２号様式（第４関係） 

補 助 事 業 実 行 計 画 書 

１．事業内容 

   

   

２．事業日程 

 

３．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額の算出基礎 

 

                                   （単位：円） 

 
 
経費区分 

 
 

 

 
 
補助事業 
に要する 
経  費 

 

 
 
補助対象 

 
経  費 

 

 
算 出 基 礎 

 
 
補 助 金 

 
の  額 

 

 
 
 
備 考 

 

 

 
補助事業に 
 

要する経費 

 
補助対象 

 

経 費     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．補助事業に要する経費の調達方法 

   自 己 資 金                            円 

   補助金交付申請額                                        円 

   合 計                                                円



第３号様式（第５関係） 

文 書 番 号            

平成  年  月  日 

 

 

 青森県知事        殿 

 

                            住所 

                                            補助事業者 名称及び代表者氏名  ㊞ 

 

 

平成２２年度青森県知的財産活用促進事業計画変更承認申請書 

 

 

 平成  年  月  日付け青新創第   号をもって交付決定通知を受けた上記補助事

業について、下記のとおり計画を変更したいので、平成２２年度青森県知的財産活用促進事

業費補助金交付要綱第５第１号の規定に基づき承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

 １．計画変更の内容と理由（詳細に記入すること。） 

 ２．計画変更後の経費の配分及び算出基礎 

 

                                                         （単位：円） 
 

 
 

経費区分 
 

 

 
補助事業に 

 

要する経費 

 
 

補助対象経費 

 

 
 

補助金の額 

 

 
 
 

備  考 
 

 

 

変更前 

 

変更後 

 

変更前 

 

変更後 

 

変更前 

 

変更後 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合  計 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 （注）備考欄に算出基礎を記入すること。 

 

 ３．計画変更が補助事業に及ぼす影響



第４号様式（第５関係） 

文 書 番 号            

平成  年  月  日 

 

 

 青森県知事        殿 

 

                            住所 

                                            補助事業者 名称及び代表者氏名  ㊞ 

 

 

平成２２年度青森県知的財産活用促進事業中止（廃止）申請書 

 

 

 平成  年  月  日付け青新創第   号をもって交付決定通知を受けた上記の補助

事業を下記の理由により中止（廃止）したいので、平成２２年度青森県知的財産活用促進事

業費補助金交付要綱第５第２号の規定に基づき、承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

 １．中止（廃止）する事業名 

 ２．中止（廃止）の時期 

 ３．理    由



第５号様式（第５関係） 

文 書 番 号            

平成  年  月  日 

 

 

 青森県知事        殿 

 

 

                            住所 

                                            補助事業者 名称及び代表者氏名  ㊞ 

 

 

平成２２年度青森県知的財産活用促進事業遂行遅延等報告書 

 

 

 平成  年  月  日付け青新創第   号をもって交付決定通知を受けた上記の補助

事業について、下記のとおり事故があったので、平成２２年度青森県知的財産活用促進事業

費補助金交付要綱第５第３号の規定に基づき報告します。 

 

 

記 

 

 

 １．事業名 

 ２．補助事業の進捗状況 

 ３．補助事業に要した経費 

 ４．事故の内容及び原因 

 ５．事故に対する措置 

 ６．補助事業の遂行及び完了の予定 

  （注）事故の理由を立証する書類を添付すること。 



第６号様式（第８関係） 

文 書 番 号            

平成  年  月  日 

 

 

 青森県知事        殿 

 

 

                            住所 

                                            補助事業者 名称及び代表者氏名  ㊞ 

 

 

平成２２年度青森県知的財産活用促進事業実績報告書 

 

 

 平成  年  月  日付け青新創第   号をもって交付決定通知を受けた上記補助事

業を完了したので、青森県補助金等の交付に関する規則第１２条の規定に基づき、下記のと

おりその実績を報告します。 

 

 

記 

 

 １．実施した補助事業 

 ２．補助事業の効果（具体的かつ詳細に記載のこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．補助事業の収支決算 

 

（１）収入 

   自 己 資 金                 円 

   補  助  金                 円 

    合   計                             円 

 

（２）支出 

 （イ）総括表                           （単位：円） 

 

 

経費区分 

 

 

補助事業 

に要する 

経  費 

 

補助対象 

経  費 

 

 

 

補助金申請額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ロ）区分及び費目別の決算内訳書 

 

経費区分 

 

実  績  内  訳 

 

 
 

 

 
 

 

合    計 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１０関係） 

文 書 番 号            

平成  年  月  日 

 

 

 青森県知事        殿 

 

 

                            住所 

                                            補助事業者 名称及び代表者氏名  ㊞ 

 

            

平成２２年度青森県知的財産活用促進事業費補助金請求書 

 

 

 平成  年  月  日付け青新創第   号をもって交付決定通知を受けた上記補助金 

について、平成２２年度青森県知的財産活用促進事業費補助金交付要綱第１０の規定に基づ

き、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 １．精算払請求金額（算用数字を使用すること） 

 ２．取引銀行名、口座番号及び名義人 

 

 

  



第８号様式（第１１関係） 

文 書 番 号            

平成  年  月  日 

 

 

 青森県知事        殿 

 

 

                            住所 

                                            補助事業者 名称及び代表者氏名  ㊞ 

 

 

平成２２年度青森県知的財産活用促進事業費補助金に係る 

        消費税等仕入控除税額報告書 

 

 

 平成２２年度青森県知的財産活用促進事業費補助金交付要綱第１１第１項の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

 １．補助金額（交付要綱第９による額の確定額） 

                                       円 

 ２．補助金の確定時における消費税等仕入控除税額 

                                       円 

 ３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税等仕入控除税額 

                                       円 

 ４．補助金返還相当額（３－２） 

                                       円 

 

 

 （注）別紙として積算の内訳を添付すること。 

 

 


